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守秘義務等の遵守に関する誓約書

当社は、「伊勢原浄水場沈でん池設備整備事業」（以下「本事業」という。）に係る技術提案等を検討することを目的（以下「本目的」という。）として、本誓約書の提出を条件とする資料の閲覧を希望します。閲覧に際しては、次の各条項を遵守することを誓約いたします。

第１条（利用の目的）
１　当社は、閲覧資料を本目的のためにのみ利用し、本目的以外の用途には一切利用しません。万一、本目的以外での利用が判明した場合には、企業団の判断により資料の提供が制限されることを承諾します。
２　当社は、企業団から提供されるすべての閲覧資料が参考のために提供されるものであり、当社は、企業団がその内容の正確性について一切の責任を負わないことを承諾します。

第２条（秘密の保持）
１　当社は、企業団から提供または開示を受けた閲覧資料を秘密情報として保持し、企業団の事前承諾がある場合を除き、第三者に開示しません。
２　当社は、本事業の履行に関連して責任をもって秘密情報を管理し、本事業の履行以外の目的で利用しません。
３　秘密保持義務は、本事業の終了または中止後も継続することを承諾します。

第３条（善管注意義務）
当社は、企業団から提供又は開示を受けた閲覧資料を、善良な管理者の注意をもって取り扱います。
　　　
第４条（個人情報の取扱い）
当社は、神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例を遵守し、個人情報に関する法令等に関連して、改正などがあった場合はこれに対応します。

第５条（損害賠償義務）
当社が本誓約書に違反し秘密情報を漏洩した場合、当社は、それにより企業団に生じた損害を賠償します。
　　　
第６条（書類の破棄）
１　当社は、落札者が決定した時点（又は本書の違反等により企業団が求める場合）で、速やかに秘密情報を破棄もしくは消去します。
２　前項の規定に基づき秘密情報を破棄もしくは消去した場合は、当社はその旨を企業団に報告します。

第７条（その他）
当社は、前各条項に定めるほか、守秘義務等の履行に必要な措置を講じます。

以上

